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大樹町立地適正化計画 
 令和８年３月 

大樹町 

 

１．はじめに 
（１） 計画策定の目的 

「大樹町立地適正化計画」（以下、本計画）は、人口減少下においても持続可能で効率的なまちづくり

を進めるため、都市全体の構造を見直し、都市機能の集約と公共交通の充実等による持続可能な都市を目

指すものです。 

（２） 計画の位置づけ 

本計画は、都市計画分野の行政運営の基本方針を示す都市計画マスタープランの一部に位置づけられる

計画であり、「第６期大樹町総合計画」や「大樹都市計画区域の整備、開発および保全の方針」といった

上位計画に即して策定します。また、関連する各種計画との整合性に配慮します。 

（３） 計画期間 

本計画は、おおむね 20 年後を目標とした都市づくりの将来像、基本方針を定めるため、計画期間を令

和８年から令和 27 年とします。また、本計画は都市計画マスタープランの改定に併せ、一体的に見直し

していくことも検討します。 

（４） 計画区域 

本計画の対象区域は、原則として現在の大樹都市計画区域 1,208ha とします。 

２．将来都市構造 
本計画は「大樹町都市計画マスタープラ

ン」の一部となる計画であるため、大樹町

の将来都市構造として、都市計画マスター

プランで示した右図の将来都市構造を踏ま

えて計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．居住誘導区域・都市機能誘導区域 
都市計画区域の中でも特に居住を誘導して人口密度を一定以上に維持する居住誘導区域と都市機能の誘

導を図る都市機能誘導区域を設定します。 

（１） 居住誘導区域 

居住誘導区域は、人口減少のなかにあっても

一定のエリアにおいて人口密度を維持すること

により、生活サービスやコミュニティが持続的

に確保されるよう、居住を誘導すべき区域で

す。以下の条件をもとに設定しました。 
 

１．法律で居住誘導区域に含めてはならない区

域（土砂災害特別警戒区域・農振農用地区

域）を除外 

２．防災面や適正な土地利用の観点から、用途

地域の指定のない区域や災害リスクの高い

区域、工業地域（雪印大樹工場）等を除外 

３．将来都市構造を考慮し、以下の区域を含め

る 

・商業施設（スーパーマーケットやコンビ

ニ、ドラッグストア）の半径 500m 圏内 

・人口密度が 20 人/ha 以上 

・路線バスまたはコミュニティバス停留所の

半径 300m 圏内 

 

（２）都市機能誘導区域 

都市機能誘導区域は、医療・福祉・商業等の

都市機能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導す

ることで、これら各種サービスの効率的な提供

を図ることを目指すものです。 

都市機能誘導区域は、居住誘導区域のなか

で、町の将来都市構造で「行政・文化・新産業

推進ゾーン」および「ふれあい・にぎわいゾー

ン」として位置づけられた区域を中心に、商業

集積を図るべき区域や今後公共施設等の移転・

集約が可能な区域として、用途地域が商業地域

および近隣商業地域である区域および、現在公

共施設や公園・広場等として利用されている区

域を指定します。 

 

 

 

 

 概要版 

59.36ha 

160.26ha 

33.57ha 

11.28ha 

計：219.62ha 

計：44.85ha 
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４．誘導施設・誘導施策 
（１）誘導施設の設定 

誘導施設とは、都市再生特別措置法に定める

「都市機能誘導区域ごとにその立地を誘導すべき

都市機能増進施設」のことであり、本計画におい

ては、大樹町のまちづくりに貢献すると考えられ

る、右表の施設を誘導施設として位置付けます。 

 

（２）誘導施策の設定 

都市機能の誘導や居住誘導を図るため、大樹町で取り組む誘導施策は下表の通りです。 

①
都
市
機
能
भ
誘
導
प
向
ऐ
ञ
施

策 ⅰ）道の駅周辺における
商業・交流機能の確保 

・商業機能やコワーキングスペース、町民の憩いの場などを創出する。 

・スーパーマーケットは都市機能誘導区域内での維持を働きかける。 

ⅱ）医療・福祉機能の維
持・誘導 

・医療・福祉機能が集積する町立病院の周辺に、今後とも必要となる医療福祉関

係の施設の集積を検討。 

・大樹交通公園周辺の準工業地域は、多様な住宅や子育て、健康医療福祉関連施

設などの機能の導入について検討。 

ⅲ）子育て・老若男女の
居場所づくりの検討 

・学童保育所、屋内遊戯施設の整備を検討。 

ⅳ）生涯学習センターお
よび図書館のあり方検討 

・生涯学習センターは、早急に既存設備の更新や大規模改修等を行う。 

・図書館は都市機能誘導区域での新規整備または既存施設の増改築を検討。 

②
居
住
भ
誘
導
प
向
ऐ
ञ
施
策 

ⅰ）まちなかの低未利用
地活用に対する検討 

・寿町団地の建設、双葉町団地の現地建替え、松山団地の除却を行う。 

・「大樹町空き家情報」活用など空き家の有効活用に向けた取組を推進。 

・大樹交通公園周辺の準工業地域は、多様な住宅や子育て、健康医療福祉関連施

設などの機能の導入について検討。 

ⅱ）需要に応じた住宅地
の確保 

・旧日方団地は住宅地として分譲し、近接する鏡町団地は子育て世帯に配慮した

公営住宅の整備を検討。 

・今後の公共施設の建替等に伴う跡地利用の選択肢として分譲化を検討。 

ⅲ）移住・定住の促進 ・需要等に応じて新規お試し暮らし住宅の整備について検討。 

・住宅を新築・購入する方に対する補助金を継続するほか、居住誘導区域への誘

導促進が図られる施策を検討。 

ⅳ）民間賃貸住宅供給
に向けた支援 

・既存の民間賃貸住宅に対して建設費補助を行うなどの支援方策を検討。 

ⅴ）高齢者向け住宅等
の供給 

・老朽化し需要の低い公営住宅等について、高齢者向け住宅、高齢者向け施設等

への転用を検討。 

ⅵ）高齢者の住み替え
支援 

・町外に転出せず町内で最後まで住み続けられるために、町内の高齢者住宅への

住み替えの支援を検討。 

③
公
共
交
通
प
関
घ
ॊ
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ⅰ）交通結節点機能の
向上 

・道の駅「コスモール大樹」では、地域公共交通やマイカーへの乗換えなどの促

進を図る交通結節点としての機能を高める。 

ⅱ）市街地循環バスの
運行 

・市街地に立地している生活利便施設と市街地住宅街を繋ぐ、市街地循環バスの

運行を継続。 

ⅲ）農村部等における公
共交通の利便性確保 

・公共ライドシェアの実証実験結果を踏まえ、公共交通のあり方を検討。 

ⅳ）町内交通への自動
運転技術の導入検討 

・自動運転技術等の先進技術の開発状況を鑑み、町内交通への導入を検討。 

 

５．防災指針 
大樹町においては、洪水による浸水エリアが市街地の中心部に及んでいる状況を踏まえ、災害リスクを

できる限り回避もしくは低減させることを目的とし「災害に強い安全・安心なまちづくり」に向けた取組

を定めます。 

 

①津波避難タワー
の整備 

・浜大樹地区、旭浜地区において、一時避難用のタワーを各 1 基ずつ建設することで、

津波からの避難時間や避難経路の短縮を図る。 

②公共施設の計画
的な維持管理 

・災害時の避難場所として活用される公共建築物については、「公共施設等総合管理計

画」等に沿って計画的な維持管理や施設の更新を実施。 

・令和８年度以降に予定する柏林公園整備のなかで、防災機能を有する施設の検討を行

う。 

③災害時の避難経
路の整備 

・災害時における広域交通の分断を回避するため、高規格幹線道路と中心市街地を連結

するアクセス道路の整備をはじめ、救急救援活動等に必要な緊急輸送道路、避難路等

の整備を計画的に推進 

・洪水等の災害のおそれがある際に、住民が円滑に避難できるよう、避難等に支援が必

要な方々の名簿作成、避難誘導・支援に関する具体的な計画策定など、所要の対策を

推進。 

④住宅や建築物の
耐震化の促進 

・「北海道耐震改修促進計画」に定める住宅や建築物の耐震化目標の達成に向け、耐震改

修に関する支援制度の運用の改善など、関係機関が連携したきめ細やかな対策を実

施。 

・近年の自然災害の激甚化、頻発化による地域住民の関心の高まりを踏まえ、住まいの

防災機能強化に向けた支援を検討。 

⑤地域防災力の向
上 

・「地域防災マスター制度」の効果的な活用による地域防災に関する実践活動のリーダー

の養成、自主防災組織の結成促進など地域防災力の強化に向けた取組を推進。 

 

６．定量的な目標値 
計画の必要性や妥当性を客観的かつ定量的に図るため、記載された施策・事業の取組について、原則と

して、総合計画の策定（10 年毎）と並行して検証と見直しを行うほか、必要に応じて総合計画の実施計

画改定（５年毎）や大樹町都市計画マスタープランの改定に併せた検証や見直しを検討します。 

施策の評価にあたって以下の目標値を設定します。 

指標 方向性 基準値（基準年） 目標値（R12） 目標値（R17） 

都市機能誘導区域に立地

する誘導施設数 
増加 11 施設（R7） 11 施設 12 施設※１ 

居住誘導区域の人口※２ 減少抑制 3,640 人（R7.3） 3,657 人 3,539 人 

実質公債費比率※３ 増加抑制 9.5％（R4） 12.0％ 13.6％ 

コミュニティバス 

利用者数 
増加 2,243 人（R6） 2,750 人 2,750 人 

※１：現施設の維持に加え、屋内遊戯施設の新規立地を目指す。 

※２：調査の容易性に配慮して、柏木町、新通、本町、双葉町、西本通、緑苑、松並町、緑町、鏡町、新大樹、寿町（用途地

域内のみ）、麻友、南町、中大樹（用途地域内のみ）を集計対象とする。 

※３：実質公債費比率とは、地方公共団体の借入金（地方債）の返済額（公債額）の大きさを、その地方公共団体の財政規

模に対する割合で表したもの。数字が小さいほど、健全度が高い。 
 

・スーパーマーケット（店舗面積 500 ㎡以上） 

・コワーキングスペース 

・病院        ・高齢者向け福祉施設 

・認定こども園    ・学童保育所 

・屋内遊戯施設    ・図書館 

・生涯学習センター 


